
日 薬 業 発 第 3 1 1 号 

令 和 ３ 年 12 月 9 日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長 山本 信夫 

（ 会 長 印 省 略 ） 

 

 
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の 

改訂について 

 

 

標記について、厚生労働省医政局長および保険局長より別添のとおり通知があ

りましたのでお知らせいたします。 

「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の

策定については、平成 30年１月 29日付け日薬業発第 323 号にてお知らせしたと

ころです。 

今般、医療用医薬品の取引環境に大きな変化が生じ、長年の商慣行の改善に向

けた取組の必要性が増していることを踏まえ、流通改善ガイドラインの改訂が行

われました。 

本ガイドラインでは、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留

意する事項、流通当事者で共通する事項、流通の効率化と安全性・安定供給の確

保等が示されています。 

つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 








































